
下 水 道 接 続 説 明 会

町 環境課・下水道課

東伏見台、パーク・ド・葉山四季、シーライフパークに
お住まいの方



これまでの経緯

平成28年９月

下水道アクションプラン策定
（令和７年度末までに、東伏見台、パーク・ド・葉山
四季、シーライフパークを含む市街化区域513haの
下水道整備を概成することを盛り込む計画）

平成28年12月

東伏見台、パーク・ド・葉山四季、シーライフパークの
全区域を対象に説明会を実施

各区域において説明会を実施
パーク・ド・葉山四季、シーライフパーク
東伏見台

平成28年３月



当時の説明内容

処理場名 使用地区 設置日

第１汚水処理場 東伏見 昭和49年２月

第３汚水処理場 パークド葉山四季の一部 昭和49年２月

第４汚水処理場 シーライフパーク 昭和49年７月

コンクリートの耐用年数が50年と言われる中、

稼動から４０年以上が経過

今後、老朽化への対応が必要

H28年説明会資料より抜粋



みなさまに大きな負担をかけず、公共下水道の整備進捗に
併せ、適宜公共下水道への切替えを実施する。

当時の説明内容

②公共下水道への接続で変わること
・使用料の計算方法
・使用料の徴収方法

①切替えのメリット
・生活を続けながら切替えができる
・資産価値の向上につながる
・下水道事業は都市計画税や国からの補助金を使って行うことができる
・汚水処理場での清掃（汚泥の引き抜き）を行う必要がなくなる
・川などの水質向上につながる

③切替えのスケジュール



これまでの準備
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施工日 3月

下水道工事の予定（東伏見台）



施工日 ３月

下水道工事の予定（パーク・ド・葉山四季）



施工日 ３月

下水道工事の予定（シーライフパーク）



下水道を使用するにあたっての手続きは？

原則、手続きはございません。



手続きが必要なもの 減免制度の申請

・生活保護受給世帯
・身体障害 １級から３級
・知的障害 A１からB１
・精神障害 1級から２級
・社会福祉法に定める施設

別途お手続きが必要となります。
お手数ですが、障害等を証明するもの（手帳など）を
ご持参いただき、令和８年３月23日（月）までに役場２
階の下水道課でお手続きをお願いします。

→ 全額免除
→ 基本料金を免除
→ 基本料金を免除
→ 基本料金を免除
→ 基本料金を免除



自分の敷地内の工事は必要？

原則、必要ありません。

ただし、敷地内の排水設備に誤接合があった場合は、
ご対応をお願いします。

誤接合・・・葉山町の下水道は分流式という方式の
ため、雨水は下水道に流せません。雨ど
いの排水等が下水道に接続されている
場合は、ご対応をお願いします。



汚水処理施設使用料と下水道使用料の違いは？

現在 世帯人数に応じた固定料金
１ヶ月に
１世帯1,000円 ＋ 世帯人数×500円

下水道接続後 2か月の水道使用量（排水量）に
応じた料金



自分がいまどれだけの水量を使っているか知りたい

2か月に1度の検針される際に
投函される「上下水道使用量
のお知らせ」でご確認いただけ
ます。



下水道使用料のイメージは？

※０㎥～16㎥までは基本使用料内（同一料金）

※17㎥からは、従量加算により使用料が変動します

※町HPもご参照ください

【参考】汚水

処理施設使用料

（２か月分）

3,000円 4,000円 5,000円 6,000円

令和９年４月から 2,640円 3,828円 4,488円 6,578円

令和10年４月から 2,640円 3,927円 4,642円 7,062円

令和８年４月から 2,640円 3,630円 4,180円 5,830円

モデルケース

（2か月の使用水量）

単身 二人世帯 三人世帯 四人世帯

【０～16㎥】 【25㎥】 【30㎥】 【40㎥】



具体的な下水道使用料は？

現在 １ヶ月
１世帯1,000円 ＋ 世帯人数×500円
1,000円＋３人×500円＝2,500円

2か月で
2,500円×２月＝5,000円

【例】３人世帯で使用水量が30㎥（2か月）の場合（※令和8年度）

下水道接続後

2か月
30㎥ ＝ 4,180円



下水道の支払いはいつから？

※令和８年３月上旬に汚水処理施設使用料の通知予定

※５月10日の検針日から、水道料金と併せて下水道使用
料が請求されます

奇数月の検針の場合



下水道の支払いはいつから？

※令和８年３月上旬に汚水処理施設使用料の通知予定

※４月10日の検針日から、水道料金と併せて下水道使用
料が請求されます

偶数月の検針の場合



下水道の使用料はどうやって支払うの？

支払い方法は、水道料金の支払い方法が引き継がれ、
水道料金と下水道料金を併せて請求されます。
例）口座振替、クレジットカード払い等

※支払方法を変更される場合は、
神奈川県鎌倉水道営業所（0467-22-6300）へ
ご連絡をお願いします。



今後の流れ

令和７年12月20日 合同説明会開催

令和８年1月～３月 自治会別説明会開催

下水道工事

令和８年４月１日 公共下水道へ接続

※公共下水道へ接続後、汚水処理施設は、清掃・消毒・
汚泥の引き抜き等を行います。



葉山浄化センターの見学会、開催しています



最後に

今後も町の美しい水環境を維持していくため、

下水道事業にご理解とご協力をお願いします。


